
 

 

 

 

「高額療養費」と「限度額適用認定証」ってなあに？ 

入院や手術等、高額な医療費が見込まれる治療の際、病院でこんな案内を受けたこと 

のある方もいるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

◇医療費が高額になった際に支給される「高額療養費」 

◇自己負担が軽減される「限度額適用認定証」 

制度をしっかりと理解し、自身に適した対応ができるよう、この２点について解説していきます！ 

 

 

 

高額療養費とは、健康保険法等に基づき、日本国内において、保険医療機関の窓口で支払う月ごとの 

医療費を一定額にとどめる、公的医療保険制度における給付のひとつです。 

   月ごとの医療費の上限額（自己負担限度額）は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  自己負担限度額を超えてお支払いした場合、受診月の 3 ヶ月後(※)に、申請不要で自動的に中電健保 

から被保険者へ「高額療養費」として超過分の医療費をお戻しいたします。 

※医療機関から当組合への請求の遅れ等により、支給月が遅くなるケースもございます。 

知って得する ケンポくんのトクトク Information 

 

「限度額適用認定証をご準備ください」 

「高額療養費」とは？ 

 

 



 

 

 

限度額適用認定証とは、自己負担限度額を超過したお支払いが発生する場合に、医療機関の窓口で提示 

することで、お支払い金額を自己負担限度額までに抑えることができる証明書です。事前に健保へ申請のうえ、 

ご入院等の前までにご準備いただくとよいでしょう。 

ただし、病院側から指示があったとしても、短期の入院で自己負担限度額に満たない少額の 

請求であることが予測される場合や、そのままお支払いいただくことが可能な場合は申請不要です。 

必要か否か判断に迷う場合には、お気軽に中電健保までお問い合わせください。 

 

 

 

Q.入院することが決まりました。限度額適用認定証の発行申請をするにはどうしたらよいですか？ 

A.中電健保の HP から帳票をダウンロードのうえ、E メールもしくは書面にて送付してください。 

 

Q.緊急で手術を伴う入院をしました。自己負担限度額を超過して自己負担が発生しましたが、 

事前に限度額適用認定証の発行手続きを行えなかったため、そのまま精算を済ませました。 

高額療養費の申請方法について教えてください。 

A.受診月の 3 ヶ月後、申請不要で自動的に被保険者さまの給与口座に給与と合算して支給いたします。 

 

Q.限度額適用認定証を申請した場合と申請しなかった場合、最終的な自己負担額に差は発生しますか？ 

A.自己負担額に差は発生しません。申請しなかった場合、高額療養費に該当する部分を一時的に 

お立て替えいただくことになりますが、後日、申請不要で自動的に高額療養費として支給いたします。 

 

Q.高額療養費以外に、高額な医療費が発生した場合の給付制度はありますか？ 

A.当組合独自の「付加給付」がございます。自己負担限度額以上の医療費は高額療養費の支給対象となり、 

自己負担限度額に対しては「付加給付」の支給対象となり、更なる自己負担の軽減がなされます。 

受診月の 3 ヶ月後、申請不要で自動的に支給いたします。 
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Q.当初予定していた入院期間が延長となりました。既に発行済みの限度額適用認定証の有効期限内であれば、

引き続き使用してもよいですか？ 

A.問題ございません。退院後、再度使用の見込みがある場合は、返却せず有効期限内で引き続きご使用ください。 

ご使用後の限度額適用認定証は破棄せず、 

お勤めの事業所へご返却下さい。 

「限度額適用認定証」とは？ 

 

【Q&A】 

 

 

 

 

URL：

https://www.chudenkenpo.or.jp 

 

https://www.chudenkenpo.or.jp/tetsuzuki/index_kougaku/kougaku/
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